
令和５年度厚木市市民協働推進委員会第４回会議 議事録 

 

 

１ 日 時 令和５年 12 月 19 日（火）午前 10 時から 11 時まで 

 

２ 場 所 厚木市役所第二庁舎 16 階 会議室Ｂ  

 

３ 出席者 厚木市市民協働推進委員６人 

市民協働推進課長、市民協働推進係長、市民協働推進係主査 

 

４ 傍聴者 なし 

 

５ 案 件 

（１）厚木市市民協働推進条例運用状況に対する意見書について 

（２）市民協働推進基金の令和５年度における運用報告について 

 

６ 配布資料 

（１）資料１ 厚木市市民協働推進条例運用状況に対する意見書（案） 

（２）資料２ 令和４年度厚木市市民協働推進条例運用状況報告書 

（３）資料３ 厚木市市民協働推進条例運用状況データ集 

（４）資料４ 令和４年度版あつぎＤａｔａ Ｂｏｘ(実績・統計)（一部抜粋） 

（５）資料５ 市民協働スキルアップ研修チラシ 

 

７ 会議内容 

（１）厚木市市民協働推進条例運用状況に対する意見書について 

【事務局】  

 （資料に基づき説明。） 

  

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

 それでは第６条の運用状況から点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 



 特になければ第６条の点検結果は「おおむね順調」とします。よろしいでしょ

うか。 

  

 （異議なし） 

 

【委員長】 

 次に第７条の運用状況を点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

（資料に基づき説明。） 

  

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

 

【委員長】 

 分かりやすい言葉で作成したポスターを公民館などに掲示することが効果的で

あると思います。 

 

【委員】 

 募集期間は。 

  

【事務局】 

 約２箇月間です。 

 

【委員長】 

 募集期間外もポスターを掲示しておくと目に付きやすいのではないでしょう

か。 

 

【委員長】 

 協働の形態が多くあることはいいことですが、市民にとっては選択に悩むこと

もあると思います。 

 

【事務局】 

 御相談があった際は適切な市民協働の形態を紹介できるよう心掛けています。 

 

【委員長】 

 第７条の点検結果は「おおむね順調」でよろしいでしょうか。 

  



 （異議なし） 

 

【委員長】 

 次に第８条の運用状況を点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

 

【委員長】 

 市民協働の担い手が少なくなっているのであれば、高校生を巻き込むことも必

要だと思います。大学受験の際には、高校時代にどういった活動をしたかという

ことが入試で重要なポイントとなります。 

 市内の高校に働きかけて、市ではなく高校が主体となってできるような仕組み

ができるといいと思います。 

 

【委員】 

 若者へのバトンタッチのためには、ボランティアを体験した学生等が次の段階

に進めるようなシステムの工夫が必要だと思います。 

 

【委員】 

 中学生の職業体験も勉強になったという話を聞いています。 

 

【委員】 

 夏休みボランティア体験を見学しました。学生が楽しそうにボランティア体験

する姿を見て、いいなと感じました。公民館単位でもこういった活動がもっと広

がるといいと思います。 

 

【委員長】 

 行政提案型事業で人材育成をしてくれる団体を募集することはできないでしょ

うか。人材育成や団体活動の活性化を図るためにはそういった取組も検討しては

どうでしょうか。 

 

【委員】 

 自治会活動では 40～50 代の方の参加が難しいと感じています。中学生が地域

の活動にもっと接していれば、長期的にはそういった状況が改善されるのではな



いかと感じます。睦合地区では中学校が防災訓練や年末美化清掃などの地域の活

動に生徒を送り込む取組をしています。そういった取組は人材育成につながると

感じています。 

 

【委員長】 

 それでは、第８条の点検結果は「おおむね順調」でよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

 

【委員長】 

 次に第９条の運用状況を点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

 

【委員】 

 市民が集まれる場所として、公民館の他に地域集会施設があります。高齢者が

集まってお茶をするといった活動はこれから盛んになってくると思います。集会

施設のバリアフリー化に活用できる補助金もありますので、そういった補助金を

活用しながら地域でのコミュニケーションが図れる機会があちこちで増えていく

ことがこれから大事だと感じています。 

 

【事務局】 

 市民活動の活動拠点としては、公民館、老人憩の家、自治会等が管理する地域

集会施設などがあります。 

 自治会が管理する地域集会施設については修繕や新築の際などに活用できる補

助金があります。 

 また、そういった施設を活用して市民活動をする際には通いの場開設交付金、

市民活動推進補助金といった制度がございます。 

 

【委員】 

 公民館には地区館長はいますが、市の職員には地区の方はあまりいないので、

特に高齢者は公民館に行きにくいという話をよく聞きます。 

 地域の方が好んで行ける雰囲気があるといいと思います。 



 また、厚木市ではジュニアリーダーがいますが、子どもがやりたいと言っても

親が認めないケースも聞きます。もっと周りの理解があれば子ども達も参加しや

すくなるのではないでしょうか。 

 

【委員】 

 市民センターと公民館の違いが一般の市民には分かりにくいです。 

 以前は公民館職員が一緒になってやってくれたことが最近は断られてしまうと

いった話しも聞きます。 

 

【委員】 

公民館職員は地域活動の現場にいる職員になりますので、公民館職員としてど

ういったことが大切なのかという意識を持っていただきたいと思います。 

 

【委員】 

 私の地区では職員が親身になって地域活動を一緒にしてくれていると感じてい

ます。 

 市の職員にとっては地域の活動をどこまでやるのかという、難しいところもあ

るかもしれませんが、地域住民に近い存在であってほしいと思います。 

 職員と地域住民の間に入る有償ボランティアも配置できたらいいと思います。 

 

【委員長】 

 それでは、第９条の点検結果は「おおむね順調」でよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

 

【委員長】 

 次に第 10 条の運用状況を点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 基金残高の大きな増減はありません。 

 令和４年度の市民協働推進委員会では現在の運用方法が妥当であるとのご意見

をいただきました。 

 市民協働スキルアップ研修のチラシで市民へのＰＲをしています。 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 



特になければ、第 10 条の点検結果は「おおむね順調」でよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

 

【委員長】 

 次に第 11 条の運用状況を点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

特になければ、第 11 条の点検結果は「順調」でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

【委員長】 

 次に第 12 条の運用状況を点検します。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

特になければ、第 12 条の点検結果は「順調」でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

【委員長】 

 本日皆様からいただきました御意見を意見書としてまとめ、市に提出しま

す。 

 

（２）市民協働推進基金の令和５年度における運用報告について 

【事務局】 

 （資料に基づき説明。） 

 

【委員長】 

 御意見、御質問はありますでしょうか。 

特になければ本日の案件はすべて終了しました。 



 

（３）閉 会 

【職務代理】 

 多くの意見を出していただき、ありがとうございました。 


